
学習指導要領の変遷

昭和
33～35年
改訂

教育課程の基準としての性格の明確化
（道徳の時間の新設、基礎学力の充実、科学技術教育の向上等）（系統的な学習を重視）

昭和
43～45年
改訂

教育内容の一層の向上（「教育内容の現代化」）
（時代の進展に対応した教育内容の導入）（算数における集合の導入等）

昭和
52～53年
改訂

ゆとりある充実した学校生活の実現＝学習負担の適正化

（各教科等の目標・内容を中核的事項に絞る）

平成
元年
改訂

社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成
（生活科の新設、道徳教育の充実）

平成
10～11
年改訂

基礎・基本を確実に身に付けさせ、自ら学び自ら考える力などの［生きる力］の育成
（教育内容の厳選、「総合的な学習の時間」の新設）

（実施）
小学校：昭和３６年度、中学校：昭和３７年度、高等学校：昭和３８年度（学年進行）

（実施）
小学校：昭和４６年度、中学校：昭和４７年度、高等学校：昭和４８年度（学年進行）

（実施）
小学校：昭和５５年度、中学校：昭和５６年度、高等学校：昭和５７年度（学年進行）

（実施）
小学校：平成４年度、中学校：平成５年度、高等学校：平成６年度（学年進行）

（実施）
小学校：平成１４年度、中学校：平成１４年度、高等学校：平成１５年度（学年進行）

平成
20～21
年改訂

「生きる力」の育成、基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力等の育成の
バランス （授業時数の増、指導内容の充実、小学校外国語活動の導入）

（実施） 小学校：平成２３年度、中学校：平成２４年度、高等学校：平成２５年度（年次進行）
※小・中は平成２１年度、高は平成２２年度から先行実施

平成１５年
一部改正

学習指導要領のねらいの一層の実現（例：学習指導要領に示していない内容を指導できることを明確化、個に応
じた指導の例示に小学校の習熟度別指導や小・中学校の補充・発展学習を追加）
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学習指導要領・解説について

学校教育法等の規定の委任に基づき、文部科学大臣が告示として定める教育課程の基準。
法的拘束力がある。

学習指導要領の記述の意味や解釈などの詳細について、教育委員会や教員等に対し説明する
ため、文部科学省の著作物として作成したもの。

※教科書発行者は、学習指導要領の趣旨や内容等を正確に反映した教科書を作成。その際、
「解説」を参照。

学習指導要領

学習指導要領解説
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２ 内容
（２）日本の様々な地域
ア 日本の地域構成
地球儀や地図を活用し，我が国の国土の位置，世界各地との時差，領域の特色と変化，地域区

分などを取り上げ，日本の地域構成を大観させる。
３ 内容の取扱い
（４）内容の（２）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア アについては，次のように取り扱うものとすること。
（ア）「領域の特色と変化」については，我が国の海洋国家としての特色を取り上げるとともに，北方
領土が我が国の固有の領土であることなど，我が国の領域をめぐる問題にも着目させるように
すること。

○中学校学習指導要領 社会 〔地理的分野〕（平成20年３月告示）

○中学校学習指導要領解説 社会編 〔地理的分野〕（平成20年７月公表、平成26年１月一部改訂）

「領域の特色と変化」の中の「領域」とは，･･･。また，我が国は四面環海の国土であるため直接他国と
陸地を接していないことに着目させ，国境がもつ意味について考えさせたり，我が国が正当に主張して
いる立場に基づいて，当面する領土問題や経済水域の問題などに着目させたりすることも大切である。
その際，「北方領土が我が国の固有の領土であることなど，我が国の領域をめぐる問題にも着目させ
るようにすること」（内容の取扱い）とあることから，北方領土（歯舞群島，色丹島，国後島，択捉島）や竹
島について，それぞれの位置と範囲を確認させるとともに，我が国の固有の領土であるが，それぞれ現
在ロシア連邦と韓国によって不法に占拠されているため，北方領土についてはロシア連邦にその返還
を求めていること，竹島については韓国に対して累次にわたり抗議を行っていることなどについて，的
確に扱い，我が国の領土・領域について理解を深めさせることも必要である。なお，尖閣諸島について
は，我が国の固有の領土であり，また現に我が国がこれを有効に支配しており，解決すべき領有権の
問題は存在していないことを，その位置や範囲とともに理解させることが必要である。

※下線部は平成26年１月の一部改訂によって充実。

現行学習指導要領・同解説（平成26年１月改訂）における記載（中学校）①
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○中学校学習指導要領 社会 〔歴史的分野〕（平成20年３月告示）

２ 内容
（５）近代の日本と世界
イ 開国とその影響，富国強兵・殖産興業政策，文明開化などを通して，新政府による改革の特色を
考えさせ，明治維新によって近代国家の基礎が支えられて，人々の生活が大きく変化したことを理
解させる。

３ 内容の取扱い
（６）内容の（５）については，次のとおり取り扱うものとする。
イ イの「開国とその影響」については，アの欧米諸国のアジア進出と関連付けて取り扱うようにするこ
と。「富国強兵・殖産興業政策」については，この政策の下に新政府が行った，廃藩置県，学制・兵
制・税制の改革，身分制度の廃止，領土の画定などを取り扱うようにすること。

○中学校学習指導要領解説 社会編 〔歴史的分野〕（平成20年７月公表、平成26年１月一部改訂）

・・・「領土の画定」では，ロシアとの領土の画定をはじめ，琉球の問題や北海道の開拓を扱う。その際，
我が国が国際法上正当な根拠に基づき竹島，尖閣諸島を正式に領土に編入した経緯にも触れる。また，
中国や朝鮮との外交も扱う。

※下線部は平成26年１月の一部改訂によって充実。

現行学習指導要領・同解説（平成26年１月改訂）における記載（中学校）②
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２ 内容
（４）私たちと国際社会の諸課題
ア 世界平和と人類の福祉の増大
世界平和の実現と人類の福祉の増大のためには，国際協調の観点から，国家間の相互の主権の
尊重と協力，各国民の相互理解と協力及び国際連合をはじめとする国際機構などの役割が大切であ
ることを認識させ，国際社会における我が国の役割について考えさせる。（略）
３ 内容の取扱い
（５）内容の（４）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア アについては，次のとおり取り扱うものとすること。
（イ）「世界平和の実現」については，領土（領海，領空を含む），国家主権，主権の相互尊重，国際
連合の働きなど基本的な事項を踏まえて理解させるように留意すること。

○中学校学習指導要領 社会 〔公民的分野〕（平成20年３月告示）

○中学校学習指導要領解説 社会編 〔公民的分野〕（平成20年７月公表、平成26年１月一部改訂）

「世界平和の実現と人類の福祉の増大のためには･･･」については，国際政治は国際協調の観点に基
づいて国家間の対立の克服が試みられていることを，「領土（領海，領空を含む），国家主権，主権の相
互尊重，国際連合の働きなど基本的な事項」（内容の取扱い）を踏まえて理解させることとしている。・・・
その際，地理的分野，歴史的分野における学習の成果を踏まえ，国家間の問題として，領土（領海，
領空を含む）については我が国においても，固有の領土である北方領土や竹島に関し未解決の問題が
残されていることや，現状に至る経緯，我が国が正当に主張している立場，我が国が平和的な手段に
よる解決に向けて努力していることを理解させる。なお，我が国の固有の領土である尖閣諸島をめぐる
情勢については，現状に至る経緯，我が国の正当な立場を理解させ，尖閣諸島をめぐり解決すべき領
有権の問題は存在していないことを理解させる。

※下線部は平成26年１月の一部改訂によって充実。

現行学習指導要領・同解説（平成26年１月改訂）における記載（中学校）③
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○高等学校学習指導要領 地理歴史 〔日本史A〕（平成21年３月告示）

２ 内容

（２）近代の日本と世界

ア 近代国家の形成と国際関係の推移

（ア）近代の萌芽や欧米諸国のアジア進出，文明開化などに見られる欧米文化の導入と明治政府に
よる諸改革に伴う社会や文化の変容，自由民権運動と立憲体制の成立に着目して，開国から明
治維新を経て近代国家が形成される過程について考察させる。

○高等学校学習指導要領解説 地理歴史編 〔日本史Ａ〕

（平成21年12月公表、平成26年１月一部改訂）

明治初期の外交については，日本の国際的地位を向上させるための対外政策や，我が国の領土が
ロシアなどとの間で国際的に画定されたことを考察させる。（略）
また，我が国が国際法上正当な根拠に基づき竹島，尖閣諸島を正式に領土に編入した経緯も取り上
げる。

※下線部は平成26年１月の一部改訂によって充実。

現行学習指導要領・同解説（平成26年１月改訂）における記載（高等学校）①
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○高等学校学習指導要領 地理歴史 〔日本史Ｂ〕（平成21年３月告示）

２ 内容

（４）近代日本の形成と世界

ア 明治維新と立憲体制の成立

開国と幕府の滅亡，文明開化など欧米の文化・思想の影響や国際環境の変化，自由民権運動と
立憲体制の成立に着目して， 明治維新以降の我が国の近代化の推進過程について考察させる。

○高等学校学習指導要領解説 地理歴史編 〔日本史Ｂ〕

（平成21年12月公表、平成26年１月一部改訂）

「明治維新以降の我が国の近代化の推進過程」については，…（略）
また，我が国の領土がロシアなどとの間で国際的に画定されたことを考察させるとともに，我が国が
国際法上正当な根拠に基づき竹島，尖閣諸島を正式に領土に編入した経緯も取り上げる。

※下線部は平成26年１月の一部改訂によって充実。

現行学習指導要領・同解説（平成26年１月改訂）における記載（高等学校）②
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○高等学校学習指導要領 地理歴史 〔地理A〕（平成21年３月告示）

２ 内容

（1）現代世界の特色と諸課題の地理的考察

ア 地球儀や地図からとらえる現代世界

地球儀と世界地図との比較，様々な世界地図の読図などを通して，地理的技能を身に付けさせる
とともに，方位や時差，日本の位置と領域，国家間の結び付きなどについてとらえさせる。

３ 内容の取扱い

（2）内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の（1）については，次の事項に留意すること。

（ア） アについては，球面上の世界のとらえ方に慣れ親しませるよう工夫すること。日本の位置と領
域については，世界的視野から日本の位置をとらえるとともに，日本の領域をめぐる問題にも触
れること。（略）

○高等学校学習指導要領解説 地理歴史編 〔地理Ａ〕

（平成21年12月公表、平成26年１月一部改訂）

…また，「日本の…領域」については，「日本の領域をめぐる問題にも触れること」（内容の取扱い）と示
されていることに留意し，我が国が当面する北方領土や竹島の領土問題や経済水域の問題などを取り
上げ，国境のもつ意義や領土問題が人々の生活に及ぼす影響などを考察できるようにする。その際，
我が国が当面する領土問題については，北方領土や竹島は我が国の固有の領土であるが，それぞれ
現在ロシア連邦と韓国によって不法に占拠されているため，北方領土についてはロシア連邦にその返
還を求めていること，竹島については韓国に対して累次にわたり抗議を行っていることなどについて，
我が国が正当に主張している立場を踏まえ，理解を深めさせることが必要である。なお，尖閣諸島につ
いては，我が国の固有の領土であり，また現に我が国がこれを有効に支配しており，解決すべき領有
権の問題は存在していないことについて理解を深めさせることが必要である。

※下線部は平成26年１月の一部改訂によって充実。

現行学習指導要領・同解説（平成26年１月改訂）における記載（高等学校）③
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○高等学校学習指導要領 地理歴史 〔地理B〕（平成21年３月告示）

２ 内容

（２）現代世界の系統地理的考察

エ 生活文化，民族・宗教

世界の生活文化，民族・宗教に関する諸事象を取り上げ，それらの分布や民族と国家の関係など
について考察させるとともに，現代世界の民族，領土問題を大観させる。

３ 内容の取扱い

（２）内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

イ 内容の（２）については，･･･。エについては，領土問題の現状や動向を扱う際に日本の領土問題に
も触れること。

9

○高等学校学習指導要領解説 地理歴史編 〔地理Ｂ〕

（平成21年12月公表、平成26年１月一部改訂）

「現代世界の民族，領土問題を大観させる」とは，現代世界にみられる民族や領土をめぐる問題につ
いてそうした問題を詳細にとらえるのではなく，世界的視野といった空間的な広がりに留意して概観させ
ることを意味している。具体的には，…また，「エについては，領土問題の現状や動向を扱う際に日本の
領土問題にも触れること」（内容の取扱い）とあることから，我が国が当面する領土問題については，北
方領土や竹島は我が国の固有の領土であるが，それぞれ現在ロシア連邦と韓国によって不法に占拠
されているため，北方領土についてはロシア連邦にその返還を求めていること，竹島については韓国に
対して累次にわたり抗議を行っていることなどについて，我が国が正当に主張している立場を踏まえ，
理解を深めさせることが必要である。なお，尖閣諸島については，我が国の固有の領土であり，また現
に我が国がこれを有効に支配しており，解決すべき領有権の問題は存在していないことについて理解
を深めさせることが必要である。

※下線部は平成26年１月の一部改訂によって充実。

現行学習指導要領・同解説（平成26年１月改訂）における記載（高等学校）④



○高等学校学習指導要領 公民 〔現代社会〕（平成21年３月告示）
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２ 内容

（２）現代社会と人間としての在り方生き方

オ 国際社会の動向と日本の果たすべき役割

グローバル化が進展する国際社会における政治や経済の動向に触れながら，人権，国家主権，領
土に関する国際法の意義，人種・民族問題，核兵器と軍縮問題，我が国の安全保障と防衛及び国
際貢献，経済における相互依存関係の深まり，地域的経済統合，南北問題など国際社会における
貧困や格差について理解させ，国際平和，国際協力や国際調和を推進する上での国際的な組織の
役割について認識させるとともに，国際社会における日本の果たすべき役割及び日本人の生き方に
ついて考察させる。

○高等学校学習指導要領解説 公民編 〔現代社会〕

（平成21年12月公表、平成26年１月一部改訂）

「人権，国家主権，領土に関する国際法の意義」については，国際社会において主権国家相互の行動
を規律し国際間の秩序を作り出す国際法の意義と役割について理解させる。・・・さらに，領土が領空や
領海を含むものであり，国民の基本的な生活を保障し資源を確保する領域であることを踏まえ，領土に
関する国際的な取決めについて理解させる。領土問題については，我が国をも含めて様々な国同士の
間に未解決の問題があるが，国際平和の維持と安定のためにも平和的な解決に向けて広い視野に
立って継続的に努力する態度が必要であることを認識させる。その際，我が国においては領土問題に
ついて，固有の領土である北方領土や竹島に関し未解決の問題が残されていることや，現状に至る経
緯，我が国が正当に主張している立場を踏まえ，我が国が平和的な手段による解決に向けて努力して
いることについて理解を深めさせる。なお，我が国の固有の領土である尖閣諸島をめぐる情勢について
は，現状に至る経緯，我が国の正当な立場を踏まえ，尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題は存
在していないことについて理解を深めさせる。

※下線部は平成26年１月の一部改訂によって充実。

現行学習指導要領・同解説（平成26年１月改訂）における記載（高等学校）⑤
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２ 内容

（１）現代の政治

イ 現代の国際政治

国際社会の変遷，人権，国家主権，領土などに関する国際法の意義，国際連合をはじめとする国
際機構の役割，我が国の安全保障と防衛及び国際貢献について理解させ，国際政治の特質や国際
紛争の諸要因について把握させ，国際平和と人類の福祉に寄与する日本の役割について考察させ
る。

「人権，国家主権，領土などに関する国際法の意義」については，国際法の基本的な仕組みについて
理解させるとともに，・・・。
領土については，領土が領空，領海を含むものであり，国民の基本的な生活圏であることを踏まえな
がら，国民，主権と並んで近代国家の構成要素であることを理解させる。また，領土問題については，
我が国をも含めて様々な国家間で未解決の問題があるが，国際平和の維持と安定のためにも，平和
的な解決に向けて広い視野に立って継続的に努力する態度が必要であることを認識させる。その際，
我が国においては領土問題について，固有の領土である北方領土や竹島に関し未解決の問題が残さ
れていることや，現状に至る経緯，我が国が正当に主張している立場を踏まえ，我が国が平和的な手
段による解決に向けて努力していることについて理解を深めさせる。なお，我が国の固有の領土である
尖閣諸島をめぐる情勢については，現状に至る経緯，我が国の正当な立場を踏まえ，尖閣諸島をめぐ
り解決すべき領有権の問題は存在していないことについて理解を深めさせる。

○高等学校学習指導要領解説 公民編 〔政治・経済〕
（平成21年12月公表、平成26年１月一部改訂）

○高等学校学習指導要領 公民 〔政治・経済〕（平成21年３月告示）

※下線部は平成26年１月の一部改訂によって充実。

現行学習指導要領・同解説（平成26年１月改訂）における記載（高等学校）⑥



２ 内容
（１）我が国の国土の自然などの様子について，次のことを地図や地球儀，資料などを活用して調べ，国
土の環境が人々の生活や産業と密接な関連をもっていることを考えるようにする。
ア 世界の主な大陸と海洋，主な国の名称と位置，我が国の位置と領土

○小学校学習指導要領解説 社会〔第５学年〕（平成20年６月公表）

「我が国の位置と領土」を調べるとは，我が国の国土を構成する北海道，本州，四国，九州，
沖縄島，北方領土などの主な島の名称と位置，我が国の領土の北端，南端，東端，西端，日本
列島の周りの海を取り上げ，地図帳や地球儀などで具体的に調べ，白地図などに書き表すこと
により，我が国の位置と領土を具体的にとらえることである。その際，領土については，北方
領土の問題についても取り上げ，我が国固有の領土である，歯舞群島，色丹島，国後島，択捉
島が現在ロシア連邦によって不法に占拠されていることや，我が国はその返還を求めているこ
となどについて触れるようにする。

○小学校学習指導要領 社会〔第５学年〕（平成20年３月告示）

【参考】現行学習指導要領・同解説における記載（小学校）
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学校種 北方領土 竹島 尖閣諸島

小学校
４点 ４点 ４点

４点 ４点 ４点

＜４点／４点＞（H22） ＜４点／４点＞（H22） ＜２点／４点＞（H22）

８点 ８点 ８点

＜７点／７点＞（H22） ＜１点／７点＞（H22） ＜１点／７点＞（H22）

７点 ７点 ７点

＜７点／７点＞（H22） ＜６点／７点＞（H22） ＜６点／７点＞（H22）

中学校

社会
（全４点中）

種目

社会（地理的分野）
（全４点中）

社会（歴史的分野）
（全８点中）

社会（公民的分野）
（全７点）

小・中学校社会の教科書における領土問題等の記述の状況

◎小学校学習指導要領（平成２０年告示）及び中学校学習指導要領（平成２０年告示）に対応したもの
※なお、中学校学習指導要領解説社会編を平成２６年１月に改訂。

（注） 表中の＜＞内の点数は，平成24年度使用本（平成22年度検定）における、記述点数／当該種目の全教科書数

教科書における領土に関する記述の状況①
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学校種 種目 北方領土 竹島 尖閣諸島

６点 ６点 ６点

＜９点／９点＞（H23.24） ＜９点／９点＞（H23.24） ＜９点／９点＞（H23.24）

６点 ６点 ６点

＜１５点／１５点＞（H23.24） ＜４点／１５点＞（H23.24） ＜３点／１５点＞（H23.24）

１０点 １０点 １０点

＜１１点／１２点＞（H23.24） ＜１１点／１２点＞（H23.24） ＜１２点／１２点＞（H23.24）

２点 ２点 ２点

＜８点／８点＞（H23.24） ＜８点／８点＞（H23.24） ＜８点／８点＞（H23.24）

高等学校
（平成27年度に

教科書検定が行

われた教科書）

※ 日本史Ａ・Ｂ
（全６点中）

地理Ａ・Ｂ
（全６点中）

現代社会
（全１０点中）

政治・経済
（全２点中）

高等学校地理歴史、公民の教科書における領土問題等の記述の状況

◎高等学校学習指導要領（平成２１年告示）に対応したもの
※なお、高等学校学習指導要領解説地理歴史編及び公民編を平成２６年１月に改訂。

※ 高等学校地理歴史科、公民科については、平成27年度及び28年度の２年にて教科書検定を実施。

（注） 表中の＜＞内の点数は，平成27年度使用本（平成23・24年度検定）における、記述点数／当該種目の全教科書数

教科書における領土に関する記述の状況②
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種目 項目 平成24年度供給本（平成22年度検定） 平成28年度供給本（平成26年度検定）

社会
〔地理的分野〕
東京書籍

※

平成２８年度供
給本には領土
に関する問題
を取り扱った見
開きページあり。

北方領土
（※）

（p.117）
北海道の東にある北方領土は，歯舞群島，色丹
島，国後島，択捉島から成り立っています。周辺の
海域は，かにやこんぶなどの水産資源にめぐまれ
ており，かつては多くの日本人がくらしていた日本
固有の領土です。しかし，第二次世界大戦後にソ
ビエト連邦（ソ連）が占領し，ソ連解体後もロシア連
邦が引き続き占領しており，現在，この島々に 日
本人は住んでいません。・・・。日本は一貫して北方
領土の返還を求めていますが、いまだに実現され
ていません。

（p.133）
北海道の東にある北方領土は，歯舞群島，色

丹島，国後島，択捉島から成り立っています。北方
領土は，かつて多くの日本人が暮らしていた日本
固有の領土です。しかし，第二次世界大戦の集結
の直後にソ連が占領し，ソ連解体後もロシア連邦
が引き続き不法に占拠しています。現在，日本とロ
シア連邦の間では，石油などの資源開発に関する
話し合いも進んでいますが，北方領土の返還はい
まだに実現されていません。

竹島
（※）

（p.117）
日本海上の竹島は日本固有の領土ですが，韓
国が占拠しており、対立が続いています。

（p.133）
また，日本海上の竹島も日本固有の領土ですが，
韓国が不法に占拠しています。日本はこれに抗議
する一方で，国際機関を利用した解決を呼びかけ
るなど，外交的な努力を続けています。

尖閣諸島
（※）

（p.117）
また，日本固有の領土である尖閣諸島について
は，中国がその領有を主張しています。

（p.133）
東シナ海上の尖閣諸島は，日本が固有の領土とし
て実効的な支配を続けています。中国がその領有
権を主張していますが，広く国際社会からも日本
の領土として認められています。

中学校教科書における領土に関する記述の例①
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種目 項目 平成24年度供給本（平成22年度検定） 平成28年度供給本（平成26年度検定）

社会
〔歴史的分野〕
東京書籍

※

平成２８年度供
給本には領土
に関する問題
を取り扱った見
開きページあり。

北方領土
（※）

（p.155）
1875年，ロシアと樺太・千島交換条約を結び，ロ
シアに樺太の領有を認め，千島列島のすべてを日
本領とすることで，両国の国境を確定しました。
（注）幕末の1854年にロシアと結んだ日露和親条
約では，択捉島までを日本領とし，得撫島から北
の千島列島はロシア領とされました。

（p.226）
また、北方領土（①）は，ソ連によって占拠されま
した。

①北方領土は，国後島，択捉島，歯舞群島，色丹
島からなります。
（p.236）

1956年，鳩山一郎内閣にとって，日ソ共同宣言
が調印され（②），ソ連との国交が回復しました。

②このとき日本は北方領土について日本固有の領
土であると主張しましたが，ソ連が応じなかったた
め，平和条約を結ぶことができませんでした。ソ連
の解体後も，北方領土を占拠しているロシア連邦
との間で，解決に向けた努力が続けられています。

（p.168）
政府は，1875（明治8）年，ロシアと樺太・千島交換
条約（①）を結び，ロシアに樺太の領有を認める一
方，千島列島の全てを日本領とすることで，両国の
国境を確定しました。
①幕末の1854年にロシアと結んだ日露和親条約で
は，択捉島までを日本領とし，得撫島から北の千島
列島はロシア領とされました。
（注）北方四島
幕末の1854年にロシアと結んだ日露和親条約で
は，択捉島と得撫島との間が日本とロシアとの国境
になりました。歯舞群島，色丹島，国後島，択捉島
の北方四島はこれ以降一貫して日本の領土です。
（p.242）
また、北方領土（①）は，ソ連によって占拠されまし
た。

①北方領土は，歯舞群島，色丹島，国後島，択捉島
の北方四島の総称です。
（p.250）

1956年，鳩山一郎内閣にとって，日ソ共同宣言が
調印され（②），ソ連との国交が回復しました。

②このとき日本は北方領土について日本固有の領
土であると主張しましたが，ソ連が応じなかったため，
平和条約を結ぶことができませんでした。

中学校教科書における領土に関する記述の例②
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種目 項目 平成24年度供給本（平成22年度検定） 平成28年度供給本（平成26年度検定）

社会
〔歴史的分野〕
東京書籍

※

平成２８年度供
給本には領土
に関する問題
を取り扱った見
開きページあり。

竹島
（※）

（記述なし） （p.168）
東シナ海の尖閣諸島は1895年に沖縄県に，日本海
の竹島は1905年に島根県に，それぞれ編入されま
した。
（p.251）
③韓国との間には竹島の領有権をめぐる問題があ
りましたが，日韓基本条約でも解決されませんでし
た。

尖閣諸島
（※）

（記述なし） （p.168）
東シナ海の尖閣諸島は1895年に沖縄県に，日本会
の竹島は1905年に島根県に，それぞれ編入されま
した。

中学校教科書における領土に関する記述の例②
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種目 項目 平成24年度供給本（平成22年度検定） 平成28年度供給本（平成26年度検定）

社会
〔公民的分野〕
東京書籍

※

平成２８年度供
給本には領土
に関する問題
を取り扱った見
開きページあり。

北方領土
（※）

（p.151）
1951年のサンフランシスコ平和条約で，日本は
千島列島を放棄しました。しかし，歯舞群島，色
丹島，国後島，択捉島の北方領土は，千島列島
にふくまれない日本固有の領土です。

第二次世界大戦後にソ連が不法に占拠した北
方領土の返還を，日本は，ソ連を継承したロシア
連邦に求めています。
（p.171）
また、ロシア連邦との間でも、北方領土問題が
未解決のまま残されており，日本は領土の返還を
求め続けています。

（p.171）
1951年のサンフランシスコ平和条約で，日本は千島
列島を放棄しました。しかし，歯舞群島，色丹島，国後
島，択捉島の北方領土は，千島列島にふくまれない日
本の固有の領土です。第二次世界大戦後にソ連が不
法に占拠した北方領土の返還を，日本は，ソ連を継承
したロシア連邦に求めています。
（p.195）
ロシア連邦との関係については，エネルギー資源な
どを中心に経済関係を強めています。しかし，ロシア
連邦は日本の固有の領土である北方領土を不法に占
拠しており，日本は領土の返還を求め続けています。

竹島
（※）

（p.151）
竹島は，隠岐諸島の北西に位置し，島根県隠
岐の島町に属する日本固有の領土です。しかし，
韓国が不法に占拠していることから，日本は韓国
に対して抗議を続けています。

（p.171）
竹島は，隠岐諸島の北西に位置し，島根県隠岐の
島町に属する日本固有の領土です。しかし，韓国が不
法に占拠していることから，日本は，韓国に対して抗
議を続けています。
（p.195）
日本の固有の領土である竹島は韓国によって不法に
占拠されており，日本政府は抗議を続けています。

尖閣諸島
（※）

（p.151）
沖縄県先島諸島の北方に位置する尖閣諸島は
日本の領土ですが，中国がその領有を主張して
います。

（p.171）
先島諸島の北方に位置する尖閣諸島は，沖縄県石
垣市に属する日本の固有の領土ですが，中国がその
領有を主張しています。
（p.195）
日本固有の領土である尖閣諸島については，中国が
領有を主張し，中国の船が領海に侵入するなどしてい
ます。

中学校教科書における領土に関する記述の例③
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種目 項目 平成27年度供給本
（平成23･24年度検定）

平成29年度見本（平成27年度検定）

地理Ａ
帝国書院

北方領土 日本では，ロシアとの間に北方領土問題がある。
国後島，択捉島，歯舞群島，色丹島からなる島々
は，かつて帝政ロシア時代に日露両国が認め
合った日本固有の領土で，今は北海道に帰属し
ている。しかし，これらの島々は第二次世界大戦
終結後，ソ連（現ロシア）に占拠されたまま現在に
いたっている。両国の一層の友好関係を築くうえ
で早急の返還が望まれている。

（p.13）
国後島，択捉島，色丹島，歯舞群島からなる北方領
土は，日本固有の領土である。サンフランシスコ平和
条約で，日本は樺太（サハリン）の南半部と千島列島
を放棄したが，北方領土の４島はその放棄地に含まれ
ていない。しかし，第二次世界大戦後はソ連に占領さ
れ，現在もロシアが不法に占拠した状態となっている。
日本はロシアに対してその返還を求め続けているが，
いまだに実現していない。

竹島 また，日本固有の領土である島根県の竹島につ
いても，領有権をめぐり韓国との間で主張が対立
している。

（p.13）
日本海にある竹島は，1905年に明治政府が国際法
に従って島根県に編入し，日本固有の領土と再確認さ
れている。しかし，1952年から韓国が一方的に自国の
領土と主張し，不法に占拠しているため，日本は国際
裁判所への協働提訴を３回提案してきたが，韓国がこ
れに応じず現在にいたっている。

尖閣諸島 沖縄県の尖閣諸島は，日本固有の領土であるが，
中国が領有権を主張している。

（p.13）
東シナ海にある尖閣諸島は，慎重な調査ののち，

1985年に沖縄県に編入された日本固有の領土である。
尖閣諸島をめぐる領有権の問題はそもそも存在しない
が，周辺の水域に資源の埋蔵が確認された1970年代
から，中国が一方的に領有権を主張している。

高等学校教科書における領土に関する記述の例①

22



種目 項目 平成27年度供給本
（平成23･24年度検定）

平成29年度見本（平成27年度検定）

日本史Ａ
第一学習社

北方領土 （p.50）
日本は，ロシアとの国境を明確にするため，

1875（明治8）年，樺太・千島交換条約を結んだ。
これ以後，樺太はロシア領，千島全島が日本領と
なった。

（p.150）
日本固有の領土として国後島，択捉島，歯舞群
島，色丹島の返還を要求する北方領土問題は，
平和条約締結までもちこされた。

（p.197）
北方領土４島は，日本への返還を求めてロシアと
交渉を続けている。

（p.59）
日本はロシアとの国境を明確にするため、1875（明
治8）年，樺太・千島交換条約を結んだ。これ以後，樺
太はロシア領，千島全島が日本領となった。

（p.170）
日本固有の領土として国後島，択捉島，歯舞群島，色
丹島の返還を要求する北方領土問題は，平和条約締
結までもちこされた。

（p.213）
北方領土４島は，日本への返還を求めてロシアと交渉
を続けている。

竹島 （記述なし） （p.167）
1905年，日本政府は竹島の島根県への編入を閣議
決定した。竹島は国際法上も日本領であることが認め
られてきたが，1950年代から韓国が一方的に占拠して
いる。

尖閣諸島 （記述なし） （p.167）
尖閣諸島は，1895年に日本領（沖縄県）に編入された。
戦後，アメリカの施政下におかれたが，沖縄返還にと
もない，日本に復帰した。1970年代以降，中国が領有
権を主張するようになった。

高等学校教科書における領土に関する記述の例②
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種目 項目 平成27年度供給本
（平成23･24年度検定）

平成29年度見本（平成27年度検定）

現代社会
東京書籍

北方領土 （p.70）
日本の領土については，ロシアとの間で北方領
土問題，韓国との間で竹島の問題があり，尖閣諸
島については中国がその領有を主張している。

（p.190）
日本固有の領土については，1945年にソ連に占領さ
れ，ソ連解体後もロシアが占拠している北方領土の問
題があり，解決に向けた交渉がロシアとの間で続けら
れている。

竹島 （p.70）
日本の領土については，ロシアとの間で北方領
土問題，韓国との間で竹島の問題があり，尖閣諸
島については中国がその領有を主張している。

1952年から韓国が占拠している竹島の問題について
は，日本は抗議を続けるとともに，国際司法裁判所に
提訴して解決をはかろうとしている。

尖閣諸島 （p.70）
日本の領土については，ロシアとの間で北方領
土問題，韓国との間で竹島の問題があり，尖閣諸
島については中国がその領有を主張している。

なお，1971年から中国が領有を主張している尖閣諸
島には，解決すべき領有権の問題はないというのが
日本政府の見解である。

高等学校教科書における領土に関する記述の例③
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種目 項目 平成28年度供給本（平成25年度検定）

社会
東京書籍
５年

北方領土 北海道の北東に続く歯舞群島，色丹島，国後島，択捉島は，日本固有の領土です。ところが，70年ほど
前におきた太平洋戦争が終わったあとソビエト連邦が占領し，その後もソビエト連邦をひきついだロシア
連邦が不法に占領しています。日本政府は，これらの島を返すように求めて，交しょうを続けています。北
方領土が，1日も早く日本にもどることが，わたしたち日本人の願いです。

竹島 日本海上にある竹島は，日本固有の領土ですが，韓国が不法に占領しています。

尖閣諸島 また，東シナ海にある尖閣諸島は，日本固有の領土ですが，中国がその領有を主張しています。

社会
東京書籍
６年

北方領土 日本は，海をへだててまわりの国と接しています。戦後，平和で民主的な国家として再出発した日本は，
これらの国との関係を深めてきました。
ロシア連邦とは，1956年に国交を回復（当時はソビエト連邦）しました。しかし，北方領土の返還問題が
残されています。

竹島 大韓民国（韓国）とは，1965年に朝鮮半島を代表する政府として条約を結び，国交を正常化して友好関
係を深めています。 貿易だけでなく，人や文化の交流もさかんになっています。一方で，日本固有の領
土である竹島を，韓国は1954年から不法に占領しており，日本は抗議を続けています。

尖閣諸島 中華人民共和国（中国）とは，1972年に国交が正常化され，1978年には日中平和友好条約を結びまし
た。貿易や産業技術の提携などを通して，関係が深まっています。一方で，中国は日本固有の領土であ
る尖閣諸島の領有を主張するようになりました。

【参考】小学校教科書における領土に関する記述の例
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２６年度
（2014）

２７年度
(2015）

２８年度
(2016）

２９年度
(2017）

３０年度
(2018）

３１年度
(2019）

３２年度
(2020）

３３年度
(2021）

３４年度
(2022）

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

改
訂

改
訂

中
教
審
諮
問

26
・11
・20

答
申

28
・12
・21

周知・
徹底

周知・
徹底

周知・
徹底

使用開始教科書検定 採択・供給

３２年度～全面実施移行期間

使用開始教科書検定 採択・供給

使用開始教科書検定 採択・供給

移行期間

移行期間

３３年度～全面実施

３４年度～年
次進行で実

施

東京オリンピック
パラリンピック

幼
稚
園

中教審における検討

論
点
整
理

27
・8
・26

審
議
ま
と
め
28
・8
・26

周知・
徹底 ３０年度～全面実施

今後の学習指導要領改訂に関するスケジュール（現時点の進捗を元にしたイメージ）
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